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令和８年 第３回農業委員会議事録

令和８年３月２５日午前１０時００分に第３回農業委員会を市役所大会議室に招集した。

１．招集した委員は次のとおりである。

２．遅刻、欠席した委員は次のとおりである。

３．本会議の書記は、次のとおりである。

１ 番 齊 藤 智 実 ２ 番 近 藤 剛 ３ 番 沼 澤 克 己

４ 番 五十嵐 純 一 ５ 番 西 塚 喜 行 ６ 番 西 塚 孝 也

７ 番 髙 橋 央 ８ 番 星 川 敬 夫 ９ 番 大 﨑 清 孝

１０番 後 藤 一 彦 １１番 本 間 俊 悦 １２番 伊勢村 孝 之

１３番 石 川 富士太郎 １４番 笹 原 光 政 １５番 小 松 栄 作

１６番 齋 藤 吉 勝 １７番 山 口 栄 子 １８番 鈴 木 藤 光

１９番 星 川 礼 子

《通告遅刻》

番（ ） 番（ ） 番（ ） 番（ ）

《無断遅刻》

番（ ） 番（ ） 番（ ） 番（ ）

《通告欠席》

１番（齊藤 智実） ５番（西塚 喜行） １９番（星川 礼子） 番（ ）

《無断欠席》

番（ ） 番（ ） 番（ ） 番（ ）

事務局長 五十嵐 満徳 事務局長補佐 田中 誠

事務局主査兼係長 富樫 久芳 事務局主事 菅野 幹太
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４．本会議の会議件数は次のとおりである。

報第 ４号 農地法第１８条第６項の規定による解約通知について

報第 ５号 令和８年度尾花沢市農作業標準賃金について

議第 ７号 農地法第３条の規定による許可申請について

議第 ８号 農地法第５条の規定による許可申請について

議第 ９号 尾花沢市農用地利用集積等促進計画について

議第１０号 尾花沢市農業委員会「令和８年度最適化活動の目標の設定」について
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令和８年 第３回農業委員会議事録

尾花沢市農業委員会令和８年第３回通常総会を３月２５日（水）市役所大会議室におい

て午前１０時００分より開会した。

（事務局 五十嵐局長）

一同ご起立をお願いいたします。一同、礼。星川敬夫会長職務代理者に合わせて「農業

委員会憲章」の朗読をお願いいたします。

（朗 読）

（事務局 五十嵐局長）

ご着席ください。１番齊藤智実委員、５番西塚喜行委員、１９番星川礼子委員より欠席

する旨連絡がございました。開会に先立ち申し上げます。只今の出席委員は１６名であり

ます。よって農業委員会等に関する法律第２１条第３項に規定する定足数に達しておりま

すので、本日の総会は成立いたします。

次に、会長よりご挨拶をお願いいたします。

（鈴木会長）

皆さん、おはようございます。今年の冬は１月頃は大変な大雪で、春先の農作業の遅れ

の心配がされましたけれども、３月に入ってから天候に恵まれ大変暖かい日が続き、去年

より残雪の量が少ない状況ですので、農作業の方も順調に進むのでは思います。皆さんこ

れから忙しくなりますけれども、体には十分注意してケガのないように気を付けて作業さ

れるようお願いいたしまして、挨拶にかえさせていただきます。

（事務局 五十嵐局長）

ありがとうございました。次に議長でありますが、農業委員会会議規則第５条の規定に

より会長が議長になると定められておりますので、会長よろしくお願いいたします。
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（議 長）

これより令和７年第３回尾花沢市農業委員会通常総会を開会いたします。出席委員も定

足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。

本日の会議は、皆様のお手元に配布しております、総会日程次第によって進めます。

まず、議事録署名委員の指名を行います。議事録署名委員は、会議規則第１６条第２項

の規定により、６番西塚孝也委員、７番髙橋央委員、以上の２名を指名いたします。

次に農業委員会事務処理報告でありますが、この際、局長補佐をして報告いたさせます。

局長補佐。

（事務局 田中局長補佐）

命により、農業委員会事務処理報告をさせていただきます。次第書裏面をご覧ください。

（以下、各概要について別紙農業委員会事務処理報告書に基づき報告する。）

（議 長）

只今の事務処理報告について、ご質問ありませんか。

（なしの声あり）

（議 長）

ご質問もないものと認め、事務処理報告については、以上といたします。

次に議事に入ります。はじめに、報第４号「農地法第１８条第６項の規定による解約通

知について」を上程いたします。事務局の報告を求めます。

（事務局 挙手）

（議 長）

菅野主事。
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（事務局 菅野主事）

それでは、報第４号「農地法第１８条第６項の規定による解約通知について」ご報告い

たします。議案書１頁をご覧ください。案件は１０件であり、貸し人、借り人、両者によ

る合意解約です。

解約後の利用についてですが、別人へ貸借するものが４件、条件を変更し同人へ貸借す

るものが１件、別人への売買が２件、貸借契約を解約し同人へ売買するものが２件、同人

へ贈与をするものが１件です。

以上で報告を終わります。

（議 長）

只今、事務局より報告がありましたが、この際、皆様に申し上げます。尾花沢市農業委

員会会議規則第１０条により、発言する場合は議長の許可を受け、その場合、議席番号及

び委員名を申し上げるようお願いいたします。ご質疑ありませんか。

（なしの声あり）

（議 長）

質疑も無いようでありますので、終結いたします。

これより報第４号を採決いたします。本案を報告のとおり承認することに賛成の委員の

挙手を求めます。

（挙手多数）

（議 長）

賛成多数と認めます。よって、本案は原案のとおり、承認することに決しました。

次に、報第５号「令和８年度尾花沢市農作業標準賃金について」を上程いたします。事

務局の報告を求めます。

（事務局 挙手）
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（議 長）

局長補佐。

（事務局 田中局長補佐）

それでは私より、報第５号「令和８年度尾花沢市農作業標準賃金について」ご報告させ

ていただきます。議案書は７頁、８頁です。

３月１２日に、令和７年度尾花沢市農作業標準賃金策定協議会を開催しました。当協議

会は、鈴木会長を協議会会長とし、農業委員会から星川敬夫職務代理、本間農政専門委員

長を、他に農作業受託農家代表２名、農作業委託農家代表２名、ほかに関係機関から、北

村山農業技術普及課、みちのく村山農協、山形県農業共済組合の方々を委員として委嘱し

ています。農作業受託農家代表として、農業委員の髙橋央委員が委嘱されております。そ

の協議会で農作業標準賃金についてご協議いただき、決定された内容となっております。

算定の経過ですが、指標としております、山形労働局、労働基準監督署で示した山形県

の１時間あたりの最低賃金は、６年１０月は９５５円でしたが、７年１０月時点では、１，

０３２円、７７円の上昇となりました。電気代、使用電力料金、水道代は据置きでした。

燃料代は指標としていますレギュラーガソリン、軽油、灯油について、算定対象期間とし

ている４月から１０月の期間では、前年の同じ期間と比べて、レギュラーガソリンと軽油

は２円増、灯油は７円増となりました。これらを勘案して、令和８年度の農作業標準賃金

を議案書８頁記載のとおり策定協議会で決定しました。各作業賃金隣の括弧書きは、前年

との比較です。

なお、この標準賃金ですが、あくまでも標準として提示するもので、最終的には農地の

条件や作業内容等を含めて委託者と受託者との間で決定していただきます。

内容をご承認いただければ、市報４月１日号に、先月承認されました令和７年の賃借料

情報とともに掲載する予定です。以上、報告を終わります。

（議 長）

只今、事務局より報告がありましたが、ご質疑ありませんか。
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（なしの声あり）

（議 長）

質疑も無いようでありますので、終結いたします。

これより報第５号を採決いたします。本案を報告のとおり承認することに賛成の委員の

挙手を求めます。

（挙手多数）

（議 長）

賛成多数と認めます。よって、本案は、原案のとおり、承認することに決しました。

次に議第７号「農地法第３条の規定による許可申請について」を上程いたします。ここ

で、審議に入る前に、農業委員会等に関する法律第３１条、議事参与の制限により、２番

近藤剛委員、７番 髙橋央委員、１２番 伊勢村孝之委員の退席を求めます。

（２番 近藤委員 退席）

（７番 髙橋委員 退席）

（１２番 伊勢村委員 退席）

（議 長）

それでは、事務局の説明を求めます。

（事務局 挙手）

（議 長）

菅野主事。

（事務局 菅野主事）

議第７号「農地法第３条の規定による許可申請について」今月申請のありました案件に
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ついてご説明いたします。所有権の移転が１４件、賃貸借権の設定が２６件、使用貸借権

の設定が１件です。

９頁から１３頁が所有権移転分です。

１２頁の№１から１４頁の№１４までが所有権移転分です。所有権移転の申請事由です

が、所有者の農業廃止によるものが８件、労力不足によるものが１件、相手方の要望によ

るものが１件、その他の贈与が４件です。

１４頁からが賃貸借権の設定です。申請事由ですが、所有者の農業廃止によるものが８

件、労力不足によるものが８件、高齢化による経営縮小が５件、 耕作不便によるものが１

件、相手方の要望によるものが２件、兼業による経営縮小が２件です。

最後に２３頁が使用貸借権の設定です。申請事由ですが孫に権利設定をしておりました

が子へ設定し直すとのことです。

№１から№４１は不許可要件である農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可

要件の全てを満たしていると判断いたしました。

以上、説明を終わります、慎重なる審議を宜しくお願いします。

（議 長）

只今、事務局より説明がありましたが、ご質疑ありませんか。

（なしの声あり）

（議 長）

質疑も無いようでありますので、終結いたします。

これより議第７号を採決いたします。本案を原案のとおり決するに賛成の委員の挙手を

求めます。

（挙手多数）

（議 長）

賛成多数であります。よって、本案は、原案のとおり決しました。２番 近藤剛委員、７
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番 髙橋央委員、１２番 伊勢村孝之委員復席願います。

（２番 近藤委員 復席）

（７番 髙橋委員 復席）

（１２番 伊勢村委員 復席）

（議 長）

次に、議第８号「農地法第５条の規定による許可申請について」を上程いたします。現

地調査第５班主任、本間俊悦 委員の報告・説明を求めます。

（１１番 本間委員 報告・説明）

（議 長）

只今、報告・説明がありましたが、ご質疑ありませんか。

（なしの声あり）

（議 長）

質疑も無いようでありますので、終結いたします。

これより議第７号を採決いたします。本案を原案のとおり決するに賛成の委員の挙手を

求めます。

（挙手多数）

（議 長）

賛成多数であります。よって、本案は、原案のとおり決しました。

次に、議第９号「尾花沢市農用地利用集積等促進計画について」を上程いたします。事

務局の説明を求めます。
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（事務局 挙手）

（議 長）

富樫主査。

（事務局 富樫主査）

それでは、議第９号「尾花沢市農用地利用集積等促進計画について」説明いたします。

議案書２８頁の促進計画の総括表をご覧ください。

今回申請のありました促進計画は、賃貸借設定が１４件、使用貸借が３件、特例事業に

よる所有権移転が２件です。申請地は農振農用地区域内が１１７,３８２㎡で、このうち尾

花沢地区の地域計画に含まれている農地が６,２４３㎡、福原地区の地域計画に含まれてい

る農地が３１,９０６㎡、宮沢地区の地域計画に含まれている農地が２２,１７６㎡、常盤

地区の地域計画に含まれている農地が５３,２４５㎡、未編入の農地が３,８１２㎡です。

対象人数は賃貸借が出し手１４名、受け手６名、使用貸借が出し手３名、受け手３名、

所有権移転が出し手２名、受け手１名です。

借賃の値幅は下段中央のとおりです。

２９頁からは市より計画要請のあった順に記載した個別状況です。

これらの内容は農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条５項の１号から６号まで

の各号の要件を満たしていると考えます。以上で説明を終わります。慎重審議よろしくお

願いいたします。

（議 長）

只今、事務局より説明がありましたが、ご質疑ありませんか。

（なしの声あり）

（議 長）

質疑も無いようでありますので、終結いたします。

これより議第９号を採決いたします。本案を原案のとおり決するに賛成の委員の挙手を
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求めます。

（挙手多数）

（議 長）

賛成多数であります。よって、本案は、原案のとおり決しました。

次に、議第１０号「尾花沢市農業委員会令和８年度最適化活動の目標の設定について」

を上程いたします。事務局の説明を求めます。

（事務局 挙手）

（議 長）

局長補佐。

（事務局 田中局長補佐）

議第１０号「尾花沢市農業委員会令和７年度最適化活動の目標設定について」ご説明い

たします。議案書は３９頁からです。報告様式が縦になっておりますので、議案書を縦に

してご覧ください。

１・農業委員会の状況でございます。令和８年４月１日現在と表記されておりますが、

一つ目の農業の概要につきましては記載されている面積、農家数等の主だった数字につき

まして、公表されている直近の数値ということで、２０２０年の農林業センサスより記載

しています。２段目の枠の右側、認定農業者につきましては、市内で２０３の経営体数で

す。その下段になりますが、農業委員の体制につきましては、現体制のものを記載してい

ます。

４０頁から最適化活動の目標です。１、最適化活動の成果目標として、(1)農地の集積、

(2)遊休農地の解消、(3)新規参入の促進 の３項目あり、それぞれに、現状及び課題と目

標記載しております。

農地の集積ですが、現状の令和７年３月末では７０．０％の集積率となっており、令和

６年３月末時点の６８．８％から１．２ポイント上昇している状況です。なお、未確定で
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ありますが、令和７年度末時点での集計では、７１．１％と見込んでおります。なお、見

込としておりますのは、毎年２月末に国から「担い手への農地の集積状況の調査」が行わ

れますが、国からの指示で修正する場合もありますので、暫定的なもので、確定ではない

という意味です。最終的な目標８０％に向けて、地域計画の実現・見直しにより再度集積、

集約化を進めていきたいと考えております。

次に遊休農地の解消ですが、現在１６．０ｈａの面積を把握いたしております。遊休農

地を解消するため、農地パトロールの実施、荒廃農地の再生支援等啓発に努めてまいりま

す。

次に新規参入の促進ですが、令和７年度の新規参入者いわゆる新規就農者は６経営体で、

経営面積の合計が２２．５８ha です。過去２年に比べて面積が大きく増えていますが、こ

れは親が経営していた農地を引き継ぐため新規就農した方や、前の耕作者の経営面積をそ

のまま引き継いだことによるものです。

以上を受けまして、最適化活動の活動目標ですが、１人当たりの活動日数は毎月１０日

以上、活動強化月間は１０月から１２月までの３ヵ月間という設定にしております。

新規参入相談会への参加回数については、確実と見込まれる分として１回としたところ

です。

以上、私からご説明申し上げましたが、こちらの案件につきまして、この場でご審議い

ただきまして、ご可決いただきました後、農業会議の確認を受けて県へ提出することとな

っております。併せまして、尾花沢市のホームページでの公表を行うこととなっておりま

す。なお、３９頁や４０頁の耕地面積などの数値は、今日以降国から公表された場合には

入れ替えることもありますのでご了承いただきたいと思います。以上の件につきまして、

審議のほどよろしくお願いいたします。

（議 長）

只今、事務局より説明がありましたが、ご質疑ありませんか。

（なしの声あり）

（議 長）
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質疑も無いようでありますので、終結いたします。

これより議第１０号を採決いたします。本案を原案のとおり決するに賛成の委員の挙手

を求めます。

（挙手多数）

（議 長）

賛成多数であります。よって、本案は、原案のとおり決しました。

以上で、今総会に付議されました議案の審議については、全部終了いたしました。慎重

なる審議、誠にありがとうございました。

これをもって、令和８年第３回尾花沢市農業委員会通常総会を閉会いたします。大変ご

苦労様でした。

午前１０時３２分 以上で本日の総会が終了したことを告げ閉会を宣した。

議長は、本会議の顛末を記述して議事録を作成する。

令和８年３月２５日

尾花沢市農業委員会

議 長

上記は本会議の顛末を記述したことに相違ないことを認めここに署名する。

議事録署名委員
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議事録署名委員


